
別表第１　職員の区分（９条の２第１項関係）

①平成８年４月１日から平成１８年３月３１日までの間の基礎在職期間における職員の区分

行政職（一） 行政職（二） 教育職（一） 教育職（二） 教育職（三） 医療職（二） 医療職（三） 指定職

一般職（一） 一般職（二） 教育職（一） 教育職（二） 教育職（三） 医療職（一） 医療職（二） 特別職 役　　員

９号俸以上

４－８号俸
学　　長
理　　事

３号俸以下

１１級

５級
（特別調整額一
種かつ役職加算

２０％）

１０級
５級

（役職加算
２０％）

９級
５級

（上記以外）

４級
（特別調整額
四種１４％以上）

４級
（特別調整額
四種１４％以上）

８級 ７級

８級
４級

（役職加算
１５％）

４級
（特別調整額
四種上記以外）

４級
（特別調整額
四種上記以外）

７級・６級 ６級

７級
４級

（上記以外）

３級
（特別調整額
四種）

３級
（特別調整額
四種）

５級
（特別調整額
１２％以上）

５級

３級
（特別調整額
五種以上）

３級
（特別調整額
五種以上）

２級
（経験年数３０年
（大学４卒）以上）

２級
（経験年数３０年
（大学４卒）以上）

５級・４級 ３級

３級
（※１）

２級
（※２）

備考

1 「区分」においては、以下のとおりとする。

・平成１６年３月３１日以前は一般職の給与に関する法律の俸給表に定めるところによる。

・平成１６年４月１日以降は、国立大学法人お茶の水女子大学役員給与規程及び国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の俸給表に定めるところによる。

2

3

4 第１０号区分の調整月額の勘案は、勤続２５年以上退職者の場合に限る。

※1

※2

３級

２級
（経験年数１２年
（大学４卒）以上）

平成８年４月１日から平成１６年３月３１日までは行政職俸給表（二）３級以上、平成１６年４月１日から平成１８年３月３１日までは一般職俸給表（二）３級以上の者で、そ
の期間が１２０月を超えている者

平成８年４月１日から平成１６年３月３１日までは医療職俸給表（三）２級以上、平成１６年４月１日から平成１８年３月３１日までは医療職俸給表（二）２級以上の者で、そ
の期間が３６０月を超えている者

特別調整額とは、平成８年から平成１６年３月３１日までは一般職の職員の給与に関する法律第１０条の２、平成１６年４月１日以降は国立大学法人お茶の水女子大学
職員給与規程第１６条に規定する俸給の特別調整額の加算割合をいう。

平成８年４月１日～
平成１６年３月３１日

平成１６年４月１日～
平成１８年３月３１日

　行政職俸給表（一）を行政職（一）、行政職俸給表（二）を行政職（二）、教育職俸給表（一）を教育職（一）、教育職俸給表（二）を教育職（二）、教育職俸給表（三）
を教育職（三）、医療職俸給表（二）を医療職（二）、医療職俸給表（三）を医療職（三）、指定職俸給表を指定職と表す。

　一般職俸給表（一）を一般職（一）、一般職俸給表（二）を一般職（二）、教育職俸給表（一）を教育職（一）、教育職俸給表（二）を教育職（二）、教育職俸給表（三）
を教育職（三）、医療職俸給表（一）を医療職（一）、医療職俸給表（二）を医療職（二）、特別職俸給表を特別職と表す。

６級 ６級

区分

第１号区分

第２号区分

第３号区分

５級
（上記以外）

第１号区分から第１０号区分までのいずれの職員にも属しないこととなる者

第９号区分

２級
（経験年数１２年
（大学４卒）以上）

第１１号区分

第１０号区分

第４号区分

第５号区分

第６号区分

役職加算とは、平成８年４月１日から平成１６年３月３１日までは一般職の職員の給与に関する法律第１９条の４第５項、平成１６年４月１日以後は国立大学法人お茶の
水女子大学職員給与規程第３３条第２項に規定する加算割合をいう。

２級
（役職加算
５％）

５級・４級

第７号区分

第８号区分

４級・３級

４級



②平成１８年４月１日以降の基礎在職期間における職員の区分

一般職（一） 一般職（二） 教育職（一） 教育職（二） 教育職（三） 医療職（一） 医療職（二） 特別職 役　員

６号俸以上

５号俸以下
学　　長
理　　事

１０級

９級

５級
（特別調整額一
種かつ役職加

算

８級
５級

（役職加算
２０％）

７級
５級

（上記以外）

４級
（特別調整額
四種１４％以上）

４級
（特別調整額
四種１４％以上）

８級 ７級

６級
４級

（役職加算
１５％）

４級
（特別調整額
四種上記以外）

４級
（特別調整額
四種上記以外）

７級・６級 ６級

５級
４級

（上記以外）

３級
（特別調整額
四種）

３級
（特別調整額
四種）

５級
（特別調整額
１２％以上）

５級

３級
（特別調整額
五種以上）

３級
（特別調整額
五種以上）

特２級 特２級

２級
（経験年数３０年
（大学４卒）以上）

２級
（経験年数３０年
（大学４卒）以上）

４級 ３級

３級
（※１）

２級
（※２）

備考

1 「区分」とは、国立大学法人お茶の水女子大学役員給与規程及び国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の俸給表に定めるところによる。

2

3

4 第１０号区分の調整月額の勘案は、勤続２５年以上退職者の場合に限る。

※1 在級期間が１２０月を超えている者

※2 在級期間が３６０月を超えている者

区分

第１号区分

第２号区分

第３号区分

第８号区分

第４号区分

第５号区分

第６号区分

第７号区分

第９号区分 ４級

特別調整額とは、国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程第１６条に規定する俸給の特別調整額の加算割合をいう。

第１１号区分

第１０号区分
２級

（役職加算
５％）

　一般職俸給表（一）を一般職（一）、一般職俸給表（二）を一般職（二）、教育職俸給表（一）を教育職（一）、教育職俸給表（二）を教育職（二）、教育職俸給表（三）を
教育職（三）、医療職俸給表（一）を医療職（一）、医療職俸給表（二）を医療職（二）、特別職俸給表を特別職と表す。

５級 ３級
５級

（上記以外）
４級

第１号区分から第１０号区分までのいずれの職員にも属しないこととなる者

役職加算とは、国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程第３３条第２項に規定する加算割合をいう。

３級
２級

（経験年数１２年
（大学４卒）以上）

２級
（経験年数１２年
（大学４卒）以上）

４級・３級


